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 現在、日本の空港経営は大きな転換期を迎えている。 
 2011 年５月に成立した「改正 PFI 法」の規定を空港施設に活用するために 2013 年に制

定された「民間の能力を活用した国管理空港等の運営等に関する法律」の第一号事案とな

る仙台空港の運営を受託する企業連合が 2015 年に決定し、2016 年３月に国内初の民営空

港が誕生することになっている。 
 また、関西国際空港と大阪国際空港が経営統合された「新関西国際空港株式会社」も、

2015 年６月に運営事業を行う業者を選定し、2016 年１月ごろから民間による運営がスタ

ートする。さらに福岡空港も民営化に着手することが決定しており、日本の空港経営の民

営化が本格化している。 
 そもそも空港をはじめとする公共施設の民営化は、イギリスにおいて 1980 年代から積

極的に行われるようになり、PFI もイギリスで考案された官民連携による施設運営手法の

ひとつである。 
 そこで、本レポートでは、イギリスの空港運営の現状について事例を踏まえ検討してい

く。 
 
1. イギリスの空港政策 
 
1-1 BAA の民営化 
 BAA（British Airports Authority）はイギリス政府全額出資の法人として 1966 年に設

立し、ヒースロー空港とはじめ７つの空港を所有していたが、1980 年代のサッチャー政権

において民営化が進められた。この民営化の目的は、公的部門の規模縮小、経営の自由度

の確保、効率性と顧客対応の向上、非航空系事業の拡大である。BAA の資産は新たに設立

された BAA plc(public limited company)に継承され、1987 年にイギリス政府は全ての株

式を売却した。 
 しかし、民営化後もイギリス政府は黄金株の保有という形で関与した。黄金株とは、BAA 
plc が重要な空港施設の売却等を行う際に、政府が拒否権を発動できるものである。だが、

この黄金株については EU 司法裁判所により EC 条約に違反していると判断されたことか

ら、2003 年に消却した。 
 その後、BAA plc は 2006 年にスペインの建設会社であるフェロビアルに買収され、2012
年に会社名を Heathrow Airport Holdings Limited(HAH)と変更し、現在に至っている。 
 また、BAA plc が７つの空港を運営していることについては、所有空港が多すぎること

から各空港の独立性、競争性が阻害されるとして民営化当初議論があった。2008 年にはイ

ギリスの競争委員会から寡占上の理由から売却を進めるよう提案されたこともあり、徐々

に売却が進み、2014 年 12 月にはヒースロー空港のみを経営する会社となった。 
 BAA の民営化は、ヒースロー空港が年間 7000 万人が利用する世界有数の空港に成長し

たということのみならず、空港運営の経営裁量の拡大、すなわち非航空系事業による収益

力の強化という点で、空港民営化の世界的な潮流へと導いた点で大きな意義がある。 
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1-2 イギリス地方空港の経営主体 
 現在のイギリスの空港政策は、2003 年の“The Future of Air Transport”という白書に

基づいている。この白書では、今後 25 年間の航空需要の増大への対応として、ロンドン

を中心とするイギリス南東部地方を除く地方空港の成長促進が掲げられている。 
 2015 年３月現在、イギリスには定期便が就航している空港が 54 あるが、利用者の 60％
がロンドン近郊の５空港に集中しており、地方空港の需要が高いとはいえない。そうした

中でもイギリスでは空港経営の民営化が推し進められている。 
 その結果、経営の合理化や競争性の確保のため、特定の企業が複数の空港を所有するケ

ースが多くなっている。 
 表１は、複数のイギリス国内の空港を所有している企業を示している。これらの特徴と

しては、Macquarie（オーストラリア）、Ferrovial（スペイン）、GIP（アメリカ）といっ

た外資による空港所有が見られることである。 
 
表１ 複数の空港を所有している企業 

所有者 空港 
Macquarie and Ferrovial Aberdeen, Glasgow, Southampton, 

Bristol（Macquarie のみ） 
GIP Gatwick, Edinburgh, London City 
MAG Manchester, Stansted, East Midlands 

International, Bournemouth 
The Peel Group Doncaster Sheffield, Liverpool 
 
 外資参入については、民営化当初から考えられていたが、先述の黄金株によりイギリス

政府が規制を行っていた。しかし、BAAplc の黄金株の消却により外資参入の障壁はなく

なり、現在は、世界中の企業が所有者となっている。 
 ちなみにヒースロー空港を所有している HAH もスペイン、カタール、カナダ、シンガ

ポール、アメリカ、中国、イギリスの７カ国の企業からなるコンソーシアムである。 
 とはいえ、全ての空港が完全に民営化されているかと言えば、そうではない。純粋な公

有空港は、デリー市営空港（デリー市議会所有）とニューキー空港（コーンウォール州議

会）の２つであるが、運営会社への出資という形で公的機関が運営に関わっている空港が

大多数を占めている。 
 その中で特徴的なのが「マンチェスター空港グループ（MAG）」である。MAG はマン

チェスター、イースト・ミッドランズ、ボーンマス、スタンステッド空港を経営している

が、この MAG はマンチェスター市とその周辺の９自治体が所有権を持っている。すなわ

ち、マンチェスター市をはじめとする自治体が別の都市にある空港を所有しているという

ことである。日本で言えば福岡県を中心とする九州地方が関西や中部の空港の経営を行っ

ていることとなり、日本での常識では考えられない状況であることが分かる。 
 このようなことができるのは、MAG が公有であるとはいえ、実質的には空港経営会社
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であり、商業的にメリットがあるのであれば投資や資金調達などの経営判断を会社が単独

で実施できるからである。 
 また、主要都市ではバーミンガム、ニューカッスルの各空港は地元自治体自体が空港運

営会社に多く出資し、運営に関わっている。ニューカッスル空港は自治体の出資比率が

51%と過半数を超えており、バーミンガム空港は 49％と過半数は満たないまでも最大株主

となっている。 
 
1-3 民営化の利点 
 民営化とは、国有の企業などからその独占権を剥奪し、市場環境を広げ、適正な競争が

行えるようにすることである。 
 適正な競争の促進はサービスの質の向上や低価格化など消費者に対して大きなメリット

がある。一方で、競争が過剰になると経費の削減に伴う安全面の課題、不採算事業への安

易な撤退などの不安もある。 
 日本でも電話や鉄道、たばこ、そして郵便事業と民営化がなされるたびに、こうしたメ

リット・デメリットが議論されてきた。そして、いよいよ空港の民営化もはじまろうとい

うところとなっている。 
 
 では、空港の民営化にはどのような特徴があるのだろうか。 
 その点については多くの専門家が述べてきてい

るが、明らかに言えるのは「非航空系活動の活性

化」である。空港の収支は航空機の着陸料などの

航空系事業とターミナル内の商業活動や駐車場な

どの非航空系活動に大きく分けることができる。

民間の商業的ノウハウを活かすことによって非航

空系の利潤を高めることで空港の活性化を図るこ

とが可能となる。たとえ着陸料を柱とした本業で

ある航空活動で赤字となっても、非航空系活動で

収益を獲得することができれば、空港全体としては正常に経営されていることになる。 
 それを反映しているかのように、イギリスの空港はいたるところに店舗が設置されてい

る。広い通路や待合スペースを確保するなら、その分カフェスペースを広げようという意

図が感じられる。店舗の中を通らないと保安検査場に行くことができないというところも

あるくらいである。 
さらに、通路には非常に多くの広告も掲示されている。広告のない通路を探すことは困

難である。 
また、イギリスの空港の WEB サイトを見ると、駐車場の状況を最も見やすい位置に記

載している。日本では飛行機の運航情報や路線状況等を一番探しやすいページ上部の左側

に配置しているのが一般的だが、例えばロンドン・シティ空港ではそこに駐車場の情報を

掲載している。こうした配置方法は他のイギリス国内の空港でも同様であり、極めて一般

的である。そのくらい駐車場収入は空港運営にとって重要ということである。確認したわ

ショップが多いイギリスの空港 
（ニューカッスル国際空港） 



 

けではないが、イギリスの空港では「空港へのアクセスは公共交通機関を利用しましょう」

という宣伝を実施することはないと思われる。

 

 
 こうした取組を継続して実施するためには、絶えず投資を行う

本体である航空事業においても利用者の需要に見合う路線の開設や発着便の増加が必要と

なる。そのようなことを絶えず行うことにより空港を成長させ続けることが空港運営会社

の使命となっている。 
 
 
2. ニューカッスル国際空港の取組

 
2-1 ニューカッスル国際空港の概要

 ここで具体的な事例としてニューカッスル国際空港を取り上げる。

 ニューカッスル国際空港はイングランド北東部に位置し、スコッ

トランドに近いところにある国際空港である。

ッスル・アポン・タインという人口

都市である。 
 ニューカッスル国際空港の設立は

利用者数は約 446 万人。イギリスでは

である。現在は 12 の航空会社により国内外あわせて

ばれている。ロンドンまで 1 時間強で到着できるためヒースロー空

港をハブとして利用する客が多い一方で、

によるドバイ便も好調となっている。

 アクセス面では、ニューカッスル・アポン・タイン

結しているだけでなく、8,000
良い空港ということで高い評判を得ている。

 そうしたこともあり、イギリス国内の雑誌の企画で利用者が選ぶベスト空港に

は選出されている。 
 
 

ロンドン・シティ空港の WEB サイト
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ニューカッスル国際空港はイングランド北東部に位置し、スコッ

トランドに近いところにある国際空港である。主要都市はニューカ

ッスル・アポン・タインという人口 30 万人のイングランド北部の

ニューカッスル国際空港の設立は 1935 年であり、2013 年の空港

万人。イギリスでは 11 番目にあたる規模の空港

の航空会社により国内外あわせて 74 の空港と結

時間強で到着できるためヒースロー空

港をハブとして利用する客が多い一方で、最近ではエミレーツ航空

好調となっている。 
ニューカッスル・アポン・タインの中心部から鉄道

8,000 台の収容が可能な駐車場もあり、近隣住民から使い勝手の

良い空港ということで高い評判を得ている。 
そうしたこともあり、イギリス国内の雑誌の企画で利用者が選ぶベスト空港に

サイト 日本の空港（中部国際空港）の WEB

けではないが、イギリスの空港では「空港へのアクセスは公共交通機関を利用しましょう」

ことが必要となる。また

本体である航空事業においても利用者の需要に見合う路線の開設や発着便の増加が必要と

なる。そのようなことを絶えず行うことにより空港を成長させ続けることが空港運営会社

 

の中心部から鉄道で 20 分程度で直

、近隣住民から使い勝手の

そうしたこともあり、イギリス国内の雑誌の企画で利用者が選ぶベスト空港に 2013 年

WEB サイト 
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2-2 ニューカッスル国際空港の経営主体 
 ニューカッスル国際空港は、NIAL グループという運営会社が経営を担っている。その

株主構成は、７つの地方公共団体（Durham, Gateshead, Newcastle upon Tyne City, 
North Tyneside, Northumberland County, South Tyneside, Sunderland City）とオース

トラリアに本社がある AMP Capital という投資会社が、それぞれ 51%、49%の株式を所

有している。元々は７つの公的機関が全ての株式を所有していたが、2001 年に 49％をコ

ペンハーゲン空港の運営会社に売却した。その後 2012 年にコペンハーゲン空港の運営会

社が AMP Capital に売却したという経緯である。 
 そして６人の社外取締役の構成は３人が公的機関、３人が AMP となっている。日本の

地方空港では公的機関の職員が空港運営会社に出向するということもしばしばなされてい

るが、ニューカッスル国際空港ではそのような職員派遣は行われていない。 
 
2-3 2030 年に向けてのマスタープラン 
 ニューカッスル国際空港は、2013 年 10 月

31 日に 2030 年までの長期計画である

「Master plan 2030」を発表した。右の図は

その概要版の表紙と１ページ目である。 
 内容を説明する前に着目したいのはその構

成である。概要版は次の構成となっている。 
 １ 経済効果 
  ・雇用の創出 
  ・地域への経済効果 
  ・乗客数 
  ・発着回数 
 ２ 空港施設に係る投資計画 
 ３ 空港敷地内での空港関連以外の投資計画 
 ４ アクセス 
 ５ 環境 
 ６ 結論 
 右図にも記載されているが、最初に掲載されている項目が空港内外の雇用に関する事項

であり、地域にもたらす経済効果という点が興味深い。このことはニューカッスルの特徴

かと言えば、そうではない。他の空港のマスタープランを見ても、雇用創出や経済効果に

関わる指標は大きな位置を占めている。民間による経営とはいえ、地域社会への貢献を前

面に出している点は空港の公共性の高さを表している。雇用をクローズアップさせている

のは国の事情と考えられる。 
 次に、このマスタープランでは空港の利用者数について 2012 年の 440 万人から 2030
年には 850 万人に増加させると記載されている。その戦略として、ニューカッスル空港の

利用者を今までより北側に拡大させる、つまり現在はエジンバラ空港（スコットランド）

を利用している人々に対し、ニューカッスル空港を利用するように利便性などをアピール

Master plan 2030 
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していくとしている。このような考え方が競争原理であり、イギリスにおいては特別なも

のではない。そして多くの利用者を獲得するためには空港施設や駐車場など空港施設の更

なる整備が必要と続いていく。 
 ３の空港関連以外の投資計画では、空港敷地内のビジネスパーク構想を挙げている。構

想では空港関連企業だけでなく、あらゆる事業者に門戸を広げているという。こうした企

業誘致活動も行政と連携しているということではなく、運営会社が独自に取り組んでいる。 
 ４のアクセスについては、先述のとおり駐車場利用を念頭に置いた道路計画が中心とな

っている。空港利用者の増加にあわせ駐車場の拡大を踏まえた道路網の整備に関して記述

がなされている。一方、将来的に空港への直結鉄道を目指し、公共鉄道への投資の継続も

書かれている。 
 ５の環境については大気や騒音の影響に関することとなるが、空港及び周辺の拡張によ

っても環境への悪影響はないと締めくくられている。 
 
2-4 公的機関の役割 
 イギリスの空港経営は民営化や商業化による民間の活用が政府を挙げて積極的に進めら

れており、2003 年の“The Future of Air Transport”にも「政府の役割は『許認可権者』

であり『規制機関』である」と指摘されている。 
 このことはイギリスの空港会社が独立性をもって空港敷地内の活動を行うことができて

いるということに他ならず、たとえ公的機関が過半数以上の株式を所有しているニューカ

スル国際空港にとっても、株主としての役割が付与される以外は同様である。 
 こうした方針が打ち出されてから 30 年程度が経過している現在では、空港経営に詳し

い公的機関の職員は存在しておらず、民間での経営が確立されている。 
 そうした中、公的機関のサポートは空港会社が実施する地域貢献活動に対する支援に限

られてきているのが実情である。 
 わが国では、空港は公共的な性格が強く、民間での運営がなされているところでも利用

促進や新規航路の開拓などの活動では公的機関を前面に押し出す傾向にある。しかし、ニ

ューカッスル国際空港ではそれらも空港運営会社の業務であり、地方自治体が加わること

はないと言う。民営化は空港のあり方、社会の中の位置づけそのものに影響を与えている。 
 
 
3. ブラックプール空港の閉鎖 
 
3-1 民営化の功罪 
 空港の民営化は経営の効率化、商業化を求めるものであり、それにより空港サービスの

向上を目的としている。その一方で、経営状況の悪化により空港の経営から手を引きやす

くなるということも事実である。そうしたことから、離島や過疎地域などビジネスとして

成立しがたいが社会インフラとしては不可欠な空港に対しては、イギリス政府としてもか

なり限定的ではあるが新規路線への補助等の支援を行っている。 
 しかしながら、基本的な方針はあくまで競争原理であり、それを妨げるような制度は認
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められていない。こうした考え方はイギリスだけでなく EU 全体のスタンスとなっている。 
 その一例として 2014 年２月 20 日に欧州委員会が発表した「空港や航空会社に対する公

的機関の補助に関する新たな指針」では、公的機関が補助できるのは次の３つに限定され

ている。 
 １ その地域へのアクセスに対し公的機関が支援する必要が真にある場合に限っての空

港施設への投資 
 ２ 年間の乗降客数が 300 万人以下の地方空港に対する運営補助（最大 10 年間） 
 ３ 競争原理に基づく新規就航路線の開設に対する補助 
このような取組により空港経営の活性化が進められ、質の高いサービスや LCC（Low 

Cost Carrier ＝ 格安航空会社）の発展も含めた航空運賃の低下などにより、消費者の空

港利用の需要を高めてきた。その結果、イギリスは日本のほぼ半数の人口でありながら、

空港利用者数は日本とほぼ同等となっている。 
しかしながら、民営化は全てが優れているというわけではない。 

 一般的に民営化のリスクといえば、独占企業の出現による料金の高騰とサービスの低下、

また商業化以外の側面における悪影響、そして赤字サービスの維持が困難になることで

ある。 
イギリスではこれらの課題に対してプライスキャップ制の導入により価格の高騰を抑え

るなどの対策を講じて解決を図っている。 
しかし、赤字空港の維持については公的機関による補助が導入できない EU ルールの中

では大変難しい問題である。その結果が 2014 年 10 月のブラックプール空港の閉鎖へとつ

ながっている。 
 
3-2 ブラックプール空港の閉鎖 
 
ブラックプールはイングランド北西部にある人口 142,500 人（2007 年）の都市であり、

そこにあるブラックプール空港は年間利用者数が 23万 5000人とイギリス内ではちょうど

中間程度の規模の空港である。 
その空港の運営会社であった Balfour Beatty 社は 2008 年から空港の経営を行ってきた

が、2014 年７月に空港経営を撤退し、売却することを表明した。 
しかしながら、売却先が見つからず、３ヵ月後の 2014 年 10 月 15 日にブラックプール

空港は定期便の運行を停止することとなった。 
驚くべきことは売却を表明してから空港閉鎖までわずか３ヶ月しかないことである。 
わが国は多くの赤字経営となっている空港を抱えていることが問題となっており、その

ため空港運営の効率化を図る目的での民営化が必要といわれてきているが、民営化とはこ

うしたリスクもあるということである。ただし、これまでの日本の赤字バス路線、鉄道路

線の廃止検討とそれに伴う行政による代替サービスの事例を考慮すると、日本で空港の民

営化が進んだといっても、ブラックプール空港と同様のことがすぐに起こるとは思えない。

まして、売りに出してから３ヶ月という短い期間での閉鎖は考えられない。 
とはいえ、イギリスにおいてはブラックプール空港の閉鎖について好意的とは言わない
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までも赤字の空港をいつまでも経営しておくことには意味がないと捉えられていることは

注目に値する。日本では「困ったら行政が何とかしてくれる」「苦しいときにこそ手を差し

伸べるのが利益を追求しない行政だ」という風潮もあるが、行政自体の財政状況も厳しい

中、全てを行政が救うことは不可能である。 
なお、現在、ブラックプール空港は個人所有の小型チャーター機や航空学校が使用でき

る空港として 2014 年 12 月に再オープンしている。 
 
 
4 空港周辺地域との連携～ACC の役割～ 
 
4-1 イギリスの空港における地域との対話 
 
 空港は非常に公共性が高い施設である。空港には地域住民の遠距離の移動手段としての

役割や物流、周辺の企業活動といった地域経済の基盤としての役割もある。これらは正の

側面であるが、環境や騒音といった負の側面もあるのが空港の特徴である。 
 空港運営の民営化は正の側面、すなわち商業化を前面に推し進めることを意味している

が、その結果、負の側面の増加が懸念されることは先に述べてきた。その解決方法は常に

地域への情報提供と対話に他ならず、その点においては公営・民営の違いはない。 
 
 イギリスにおいては 1982年に改正された航空法の第 35節にこのように規定されている。 
 空港を運営する全ての者は、 
・空港の利用者 
・空港が立地されている、もしくは隣接している地方公共団体 
・空港の存在により影響を受けている人々を代表する団体 
に対し、こうした個人・団体に影響を及ぼす空港の運営や規則に関する対話を十分に行う

ための機関を設置しなければならない。 

 
 つまり、イギリスにおいては自治体や地域住民の意見を空港運営に反映させるための機

関を空港運営会社が設置するよう求めているのである。 
 これを受けて、各空港ではその機関を設置しているのであるが、その中で最も大きい組

織が“The Liaison Group of UK Airport Consultative Committees”（ACC）である。 
 
4-2 ACC とは 
 
 ACC は上記の法律を満たすために設置された組織である。現在、23 の空港に設置され

ている。 
 ACCの設立根拠は 4-1のとおりだが、ACC自体は自らの役割を次のように示している。 
 １ ACC には、空港の運営や規則を決定する人々とその影響を受ける人々との間をつな
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ぐ役割として、関係者同士がコミュニケーションを図る場を提供すること 
 ２ ACC は空港運営に関わる調査を的確に実施し、信頼度の高い情報を提供していくこ

と 
 この役割を果たすべく ACC は各空港に委員会（Committee）を設置し、その運営を担

っている。 
委員会は、空港運営会社、航空会社、周辺自治体、各地区の住民代表、空港の利用者代

表、空港周辺事業者等で構成されている。空港周辺事業者とは物流に関する会社や周辺の

工業団地の管理者、鉄道会社などが含まれている。そして各委員会の委員長はそれぞれの

ACC の代表が務めている。 
 
●ACC が設置されている空港 
Aberdeen Inverness London Luton 
Belfast City Glasgow London Stansted 
Belfast International Glasgow Prestwick Manchester 
Birmingham Leeds Bradford Newcastle 
Bournemouth Liverpool John Lennon East Midlands 

–Nottingham, Leicester, Derby Bristol International London City 
Durham Tees Valley London Gatwick Robin Hood Doncaster Sheffield 
Edinburgh London Heathrow Southampton 
 
 
委員会で議論される内容はそれぞれの空港で異なっているが、概ね次のようなものであ

る。 
１ 空港運営会社が発表するもの 
（１）空港の運営状況（利用者数、路線数など） 
（２）空港の今後の運営計画、整備計画 
（３）周辺環境への影響報告（騒音、大気汚染等） 
（４）空港会社が実施するコミュニティ活動の報告 
２ 周辺自治体が発表するもの 
（１）空港が関わる自治体事業の活動 
   （空港内で実施したもの、空港支援を得て実施したもの） 
３ 空港周辺事業者が発表するもの 
（１）空港に関連する事業計画・報告 

 これらの内容の報告がそれぞれの担当者からなされ、参加者間の意見交換へと進んでい

く。意見交換の結果はその後の空港運営への参考とされていく。空港にとって必要があれ

ば環境対策関連等に特化した分科会も設置されている。 
 こうした会議の運営により空港と地域の間の円滑なコミュニケーションを図っているの

が ACC である。 
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4-3  ACC に対する考察 
 
 ACC は第三者機関であるものの、空港法に空港事業者に設置が義務付けられているもの

であることから、その運営経費は空港運営会社から拠出されていることが多いという。 
 しかしながら、独立性を担保するため、各空港の委員長の選定には、空港運営会社をは

じめ、どの機関からも独立している人物を選ぶよう細心の注意を払っている。 
ACC が第三者機関であるからこそ、このような会議を運営することができると考えられ

る。 
空港には正の側面と負の側面があると述べたが、地域によって正が多いところ、負が多

いところとはっきり分かれる傾向がある。例えば空港があることによって近隣の工業用地

に企業が集まり、その結果住民が増える地域もあれば、そうした恩恵がないだけでなく航

空機の騒音に悩まされる地域もある。そのような個別事情の違いがある中で、周辺自治体

だけでなく地域住民や空港利用者代表まで集めて会議を行うことは話し合いが紛糾する恐

れがある。その中で、長年こうした会議を継続してできているのは、ACC の努力の賜物で

あるが、第三者機関として間をつなぐ役割に特化しているからだと考えられる。 
実際、ACC は“Consultative Committee”と言っているが、「自分たちは空港運営に意

見を言うのではなく、それぞれの意見を集約する場を設定することと、彼らに対して正し

い情報を提供することを目的としている。空港の運営はあくまで空港運営会社の責務であ

る」としている。 
 一方で、空港運営会社に地域住民等からのニーズの調査方法について聞いたところ、そ

れは ACC が行っているという回答を得た。例えばニューカッスル国際空港の運営会社で

は、周辺地域対策を担う職員はわずか１名ということだが、ACC との協働がなされている

ことからその体制が可能となっている。 
 空港運営の民営化はコスト低減も求められるため、役割分担を明確にし、それぞれが与

えられた役割を果たすことが必要である。イギリスでは周辺地域対策の面でもその精神が

貫かれている。 
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おわりに 
 
 今回はイギリスの空港運営について、成長している空港の事例、民営化の波に飲み込ま

れた空港の事例、空港と周辺地域との関係の３点について考えてきた。いずれのケースで

も、それぞれの主体による役割が明確になっており、その責任を果たすことに集約されて

いることが理解できた。 
 このような考え方は航空業界だけでなく、国と地方自治体、民間会社を含め、イギリス

もしくはＥＵにおいて一般的なのであろう。 
 これから日本の空港運営も民営化が進んでくると思われるが、イギリスの方法をそのま

ま持ち込むことは現実的ではない。おそらく日本的な民営化が少しずつ出来上がっていく

のではないかと考えられる。そしてその中には地元自治体の関わり方も重要な要素となっ

ていく。 
 空港民営化の先進事例としてイギリスの状況を調べる自治体は今後も増えてくると思う

が、そもそも日本とイギリスでは自治体業務の責任分野が異なる。空港経営についても考

え方の基礎が異なる。そのようなことを事前に把握しておいた上で、調査をされることが

よりよい調査のためには重要である。 
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